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本業務は、中部知多衛生組合が計画している、既存し尿処理施設（以下、「本施設」という。）

の汚泥再生処理センターへのリニューアル工事にあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

（第九条の三）に基づく、生活環境影響調査を実施し、生活環境に係る調査、予測・分析、並

びに必要な環境保全措置の検討を行うことを目的としています。 

 

 

 

生活環境影響調査とは、廃棄物の処理に伴って生じる生活環境への影響を検討する観点から、

その廃棄物処理施設の運転ならびに当該施設に係る廃棄物の搬出入及び保管に伴う、大気質、

水質、騒音、振動及び悪臭など周辺地域の生活環境の現況を把握し、施設の設置による影響を

予測し、その結果から地域の生活環境の状況に応じた適切な生活環境保全対策等について検討

を行うものです。 

 

 

 

本調査は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成 18 年 9 月 環境省大臣官房 廃棄

物・リサイクル対策部）」（以下、「調査指針」という。）に基づいて実施しました。 

ただし、本事業の周辺環境への予測・評価の条件となる施設の計画緒元については、現時点

で本組合が想定できる範囲としました。 

 

【生活環境影響調査の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 生活環境影響調査とは 

3 生活環境影響調査の方針 
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○事業計画の内容 

項 目 内 容 

設 置 者 ・中部知多衛生組合：愛知県知多郡武豊町字壱町田地内 

設 置 場 所 
・愛知県知多郡武豊町字壱町田地内 

 （以下、「事業予定地」といいます。） 

施 設 の 種 類 
・改修整備前：し尿処理施設 

・改修整備後：し尿処理施設（汚泥再生処理センター） 

処 理 対 象 物 ・し尿・浄化槽汚泥、農業集落排水施設汚泥 

処 理 能 力 
・改修整備前：220k /日（し尿：150k /日、浄化槽汚泥： 70k /日） 

・改修整備後：151k /日（し尿： 13k /日、浄化槽汚泥：138k /日） 

処 理 方 式 

・改修整備前 

項 目 内  容 

受入･貯留設備 受入→沈砂除去→きょう雑物除去→貯留→標準脱窒素処理工程へ 

標準脱窒素 

処理設備 
低希釈二段活性汚泥法→高度処理工程へ 

高度処理設備 凝集沈殿→オゾン処理→砂ろ過→消毒放流工程 へ 

消毒放流設備 消毒→放流 

汚泥処理設備 脱水→乾燥→焼却→場外搬出 

脱臭設備 

高濃度臭気：［燃焼脱臭］→大気放出 

中濃度臭気：［酸洗浄＋ｱﾙｶﾘ次亜塩洗浄］→活性炭吸着→大気放出 

低濃度臭気： 活性炭吸着→大気放出 
 

・改修整備後 

項 目 内  容 

受入･前処理 

設備 
受入→きょう雑物除去→前脱水（資源化）工程へ 

前脱水 

(資源化)設備 
前脱水→貯留→希釈放流工程へ（脱水汚泥は助燃剤として有効利用） 

希釈・放流設備 曝気→沈殿→希釈→放流 
 

排 水 計 画 ・施設排水については、前処理・前脱水後に希釈し、公共下水道へ放流します。 

廃棄物等 
運搬計画 

・廃棄物等の搬入時間：平日 8 時 30 分～16 時 

土曜、日曜、祝日には搬入をしません。 

・廃棄物等の搬入台数 施設竣工時：約 91 台/日（昭和 61 年 2 月） 

           改修整備前：約 70 台/日（平成 30 年実績） 

           改修整備後：約 70 台/日＋脱水汚泥搬出車両 1～2 台/日 

 

  

4 事業計画の概要 
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○改修整備前処理フロー図 

 

 

 

1系第一撹拌槽

し尿等 し尿等

ドラムスクリーン1ドラムスクリーン1

スクリュープレス1

し渣ホッパ

生し尿受入槽 浄化槽汚泥受入槽

破砕機1 破砕機2

生し尿貯留槽 浄化槽汚泥貯留槽

1系第一曝気槽
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2系沈殿槽
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2系凝集槽

2系凝集沈殿槽

2系第二曝気槽

2系希釈調整槽

濃縮槽

汚泥貯留槽

汚泥脱水機

脱水汚泥ホッパ

場外搬出

薬液洗浄塔
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濃縮槽へ 濃縮槽へ

余剰汚泥

凝集汚泥 凝集汚泥

希釈調整槽へ

し渣

余剰汚泥
凝集汚泥

 処理水、排水等

 汚泥、し渣等

処理フローに関する凡例

RC水槽

設備・機器

 臭気、排ガス等

大気放出
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○改修整備後処理フロー図 

 

 

 

 

  

し尿等 し尿等

ドラムスクリーン2ドラムスクリーン1

スクリュープレス1

受入槽1
(生し尿受入槽)

受入槽2
(浄化槽汚泥受入槽)

破砕機1 破砕機2

中継槽1
(生し尿貯留槽)

中継槽2
(浄化槽汚泥貯留槽)

汚泥脱水機1 脱水汚泥ホッパ

脱水汚泥

し渣

スクリュープレス2
し渣

ホッパへ
し渣

ホッパへ

し渣

 処理水、排水等

 汚泥、し渣等

処理フローに関する凡例

RC水槽

設備・機器

 臭気、排ガス等

汚泥脱水機2
脱水汚泥

し渣ホッパ

し渣

場外搬出

脱水汚泥

脱水分離液槽1
( 分 離 液 槽 ）

簡 易 ば っ 気 設 備
(2系第1曝気槽)→簡易ばっ気槽

（2系沈殿槽）→沈殿槽
( 2系凝集沈殿槽 )→調整槽

脱水 分離 液槽 2
(2系第2撹拌槽）

希 釈 混 合 槽
(１系凝集沈殿槽)

希釈水受水槽1
(井水受水槽)

下水道放流

予 備 貯 留 槽
（1系第2撹拌槽）

1 系 沈 殿 槽
【希釈水受水槽2】

中継槽1,2へ

余剰汚泥

脱水汚泥
ホッパへ

受入 ・前処 理設 備
前脱水(資源化)設備
希 釈 ・ 放 流 設 備
　　 　　 　　　 等

受 入 室
揚 砂 室
ホ ッ パ 室
　　 　　 　　　 等

高濃度臭気

低濃度臭気

F

F

高濃度脱臭装置

低濃度脱臭装置
( 既 設 利 用 ）

高濃度臭気
吹込ファン

低濃度臭気
吹込ファン

大気放出

大気放出

既設水槽名（　）

場外搬出
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○事業計画位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本施設は「し尿処理施設」に該当し、調査指針に示された同施設における標準的な調査項目を

基に、調査対象項目を選定しました。 
 

○調査項目の選定結果 

調査事項 

生活環境影響要因 

 

調査項目 

施設からの 

処理水の放流 
施設の稼働

施設からの

悪臭の漏洩

し尿の運搬 

車両の走行 

大

気

環

境 

大気質 
二酸化窒素(NO2)    ─ 

浮遊粒子状物質(SPM)    ─ 

騒 音 騒音レベル  〇  ─ 

振 動 振動レベル  〇  ─ 

悪 臭 臭気指数(臭気濃度)   〇  

水 

環 

境 

水 質 

生物化学的酸素要求量(BOD) 

または化学的酸素要求量(COD) 
─    

浮遊物質量(SS) ─    

その他必要な項目 ─    

注）表中の記号については、以下に示すとおりである。 

〇：標準的な調査項目であり、現況調査・予測・評価を行う。 

─：標準的な調査項目であるが、調査を行わない。 

資料）「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年 9 月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル室）

 ※「地理院地図(電子国土 Web)」より作成 

凡 例 

：事業予定地 

0          0.5km 

5 生活環境影響調査項目の選定 

N 

 中部知多衛生組合  

 事業予定地  
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○選定した項目とその理由 

調査項目 
生活環境 

影響要因 

選定の 

有無 
理由 

大 

気 

環 

境 

騒 

音 

・ 

振 

動 

施設の稼働 〇 

・調査指針では、「施設の稼働により騒音・振動が変化する場合に対象

とする」とされている。 

・改修整備後においても施設の稼働に伴う騒音・振動の影響が考えられ

るため、調査対象と判断した。 

・騒音・振動について現況把握を行うとともに、施設の稼働に伴う騒音・

振動が周辺の生活環境に与える影響について、予測及び影響の分析を

行う。 

・調査項目：騒音レベル、振動レベル 

悪 

臭 

施設からの 

悪臭の漏洩 
〇 

・調査指針では、「施設から漏洩する悪臭の影響がある場合に対象とす

る」とされている。 

・改修整備後においても施設から漏洩する悪臭の影響が考えられるた

め、調査対象と判断した。 

・悪臭について現況把握を行うとともに、施設の稼働に伴う悪臭が周

辺の生活環境に与える影響について、予測及び影響の分析を行う。 

・調査項目：臭気指数、特定悪臭物質（現況把握のみ） 

注)選定の有無  ○：影響が想定されるため、調査を実施する。 

 

○選定しなかった項目とその理由 

調査項目 
生活環境 

影響要因 

選定の 

有無 
理由 

大 

気 

環 

境 

大

気

質 

し尿の運搬 

車両の走行 
  

・調査指針では、「廃棄物運搬車両が相当程度変化する場合に対象とす

る」とされている。 

・改修整備前後で、し尿等の収集対象区域に変化はなく車両台数の増

加はない。また、脱水汚泥（助燃剤）の排出車両の増加は見込まれ

るが増加数は 1～2 台/日程度であり、自動車排ガスの周辺の生活環

境に与える影響は軽微である。施設関係車両は、竣工当初よりも 30

台/日程度減少している。 

 したがって、改修整備後の施設関係車両の走行に伴う自動車排ガス

が周辺の生活環境に与える影響は、改修整備前と同程度と考えられ

ることから、調査対象外と判断した。 

騒 

音 

・ 

振 

動 

し尿の運搬 

車両の走行 
  

・調査指針では、「廃棄物運搬車両が相当程度変化する場合に対象とす

る」とされている。 

・改修整備前後で、し尿等の収集対象区域に変化はなく車両台数の増

加はない。また、脱水汚泥（助燃剤）の排出車両の増加は見込まれ

るが増加数は 1～2 台/日程度であり、走行に伴う騒音・振動の影響

は軽微である。施設関係車両は、竣工当初よりも 30 台/日程度減少

している。 

したがって、改修整備後の施設関係車両の走行に伴う騒音・振動が

周辺の生活環境に与える影響は、改修整備前と同程度と考えられる

ことから、調査対象外と判断した。 

水 

環 

境 

水 

質 

施設からの 

処理水の 

放流 

  

・調査指針では、「廃施設排水を下水道へ放流するなど、公共用水域へ

の排出を行わない場合は、対象から除くことができる」とされてい

る。 

・改修整備後の施設からの排水は下水道へ放流する計画となっている。

したがって、改修整備後の施設からの排水が周辺の生活環境に与え

る影響はないことから、調査対象外と判断した。 

注)選定の有無   ：標準的な調査項目であるが、現況調査・予測・評価を実施しない。 
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○現況調査地点 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡 例 

：事業計画地 

：環境騒音・振動調査地点 

 敷地境界南側  

 敷地境界北側  

 敷地境界風上(冬季)  

環 境 騒 音・振 動 調 査 地 点  

悪臭調査地点 

 敷地境界風上(夏季)  

 敷地境界風下(冬季)  
凡 例 

：事業計画地 

：悪臭調査地点（夏季） 

：悪臭調査地点（冬季） 

6 現況把握の結果 

N 

N 

 敷地境界風下(夏季)  

 搬入口(夏季・冬季)  
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○現況調査結果 

区分 調査項目 調査結果 
基準値等 

○:適 合、×:不適合 

騒 

 

音 

現 

地 

調 

査 

環境騒音 
騒音レベル 

（LA5） 

・敷地境界 北側※ 

朝：52dB 昼間：57dB 

夕：52dB 夜間：50dB 
 

・敷地境界 南側 

朝：49dB 昼間：50dB 

夕：47dB 夜間：47dB 

○

規制基準 

 朝：55dB 

昼間：65dB 

 夕：55dB 

夜間：50dB 

振 

 

動 

現 

地 

調 

査 

環境振動 
振動レベル 

（L10） 

・敷地境界 北側 

昼間：39dB、夜間：30dB 

・敷地境界 南側 

昼間：33dB、夜間：30dB 

○

規制基準 

昼間：65dB 

夜間：60dB 

悪 

 

臭 

現 

地 

調 

査 

臭気指数 

【夏 季】 

・敷地境界 風上 

臭気指数：10 未満 

・敷地境界 風下 

臭気指数：10 未満 
 

【冬 季】 

・敷地境界 風上 

臭気指数：10 未満 

・敷地境界 風下 

臭気指数：10 未満 

○
規制基準 

第 3 種地域：18

注）調査期間：騒音・振動 平成 30 年 10 月 29 日（24 時間連続 12:00～翌 12:00） 
悪臭 【夏季】平成 30 年 7 月 30 日、【冬季】平成 30 年 12 月 12 日 

※周辺工場からの騒音の影響を常に受けていたため、暗騒音補正を行った。 

 

 

 

○予測及び影響の分析結果 

項目 予測地点 予測項目 予測結果 
環境保全目標 

○:適 合、×:不適合

騒 

 

音 

施設の稼働

に伴う騒音 
敷地境界 

騒音レベル(LA5) 

朝：6－8 時 

昼間：8－18 時 

夕：18－23 時 

夜間：23－6 時 

・敷地境界 北側 

朝：52dB 以下 昼間：57dB 以下

夕：52dB 以下 夜間：50dB 以下

・敷地境界 南側 

朝：49dB 以下 昼間：50dB 以下

夕：47dB 以下 夜間：47dB 以下

 朝：55dB 

昼間：60dB 

 夕：55dB 

夜間：50dB 

○

振 

 

動 

施設の稼働

に伴う振動 
敷地境界 

振動レベル(L10) 

昼間：7－20 時 

夜間：20－7 時 

・敷地境界 北側 

昼間：39dB 以下 

夜間：30dB 以下 

・敷地境界 南側 

昼間：33dB 以下 

夜間：30dB 以下 

昼間：65dB 

夜間：60dB 
○

悪 

 

臭 

施設からの

悪臭の漏洩 
敷地境界 臭気指数 

・敷地境界 

臭気指数 10 未満 

臭気指数 

18 以下 
○

 

  

7 予測及び影響の分析結果 
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○施設の設置に関する計画 

項目 環境保全対策：施設の設置に関する計画 

騒 音 
・騒音が懸念される場合は、低騒音型の設備機器を導入します。また、設置場所には必要に応じ

て壁面に吸音材を取付ける等、騒音を減少させる対策を行います。 

振 動 
・振動が懸念される場合は、低振動型の設備機器を導入します。また、設置場所には必要に応じ

て防振ゴムを取付ける等、振動を減少させる対策を行います。 

悪 臭 
・敷地境界において臭気が懸念される場合は、必要に応じて計画施設内に脱臭装置等の臭気を防

止するための設備を導入します。 

 

○維持管理に関する計画 

項目 環境保全対策：維持管理に関する計画 

騒 音 
・事業予定地の敷地境界において、騒音規制法等で規制されている規制基準を踏まえた本施設の

計画値を設定し遵守します。 

振 動 
・事業予定地の敷地境界において、振動規制法等で規制されている規制基準を踏まえた本施設の

計画値を設定し遵守します。 

悪 臭 
・事業予定地の敷地境界において、悪臭防止法等で規制されている規制基準を踏まえた本施設の

計画値を設定し遵守します。 

 

 

 

生活環境影響調査項目として設定した騒音、振動、悪臭の予測及び影響の分析結果については、

すべての項目について環境保全目標を満足しており、環境保全対策を適切に実施することで、計

画施設の稼働に伴う生活環境への影響は十分に回避・低減されます。 

以上のことから、本事業の実施が事業予定地周辺の生活環境に影響を及ぼさないものと評価で

きます。 

 

8 環境保全対策 

9 総合評価 


